
経
済
産
業
省
関
係
化
学
物
質
の
審
査
及
び
製
造
等
の
規
制
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
案
新
旧
対
照
条
文

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）

○
経
済
産
業
省
関
係
化
学
物
質
の
審
査
及
び
製
造
等
の
規
制
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
（
昭
和
四
十
九
年
通
商
産
業
省
令
第
四
十
号
）

改

正

案

現

行

第
一
条
～
第
九
条
の
五

（
略
）

第
一
条
～
第
九
条
の
五

（
略
）

（
監
視
化
学
物
質
の
製
造
数
量
等
の
届
出
）

（
指
定
化
学
物
質
の
製
造
数
量
等
の
届
出
）

第
十
条

法
第
五
条
の
三
第
一
項
、
第
二
十
三
条
第
一
項
及
び
第
二
十
五
条

第
十
条

法
第
二
十
三
条
第
一
項
の
経
済
産
業
省
令
で
定
め
る
事
項
は
、
次

の
二
第
一
項
の
経
済
産
業
省
令
で
定
め
る
事
項
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る

の
と
お
り
と
す
る
。

。一

監
視
化
学
物
質
の
名
称

一

指
定
化
学
物
質
の
名
称

二

監
視
化
学
物
質
の
前
年
度
の
出
荷
数
量

二

指
定
化
学
物
質
の
前
年
度
の
出
荷
数
量

三

監
視
化
学
物
質
を
製
造
し
た
場
合
に
あ
つ
て
は
そ
の
監
視
化
学
物
質

三

指
定
化
学
物
質
を
製
造
し
た
場
合
に
あ
つ
て
は
そ
の
指
定
化
学
物
質

を
製
造
し
た
事
業
所
名
及
び
そ
の
所
在
地
、
監
視
化
学
物
質
を
輸
入
し

を
製
造
し
た
事
業
所
名
及
び
そ
の
所
在
地
、
指
定
化
学
物
質
を
輸
入
し

た
場
合
に
あ
つ
て
は
そ
の
監
視
化
学
物
質
が
製
造
さ
れ
た
国
名
又
は
地

た
場
合
に
あ
つ
て
は
そ
の
指
定
化
学
物
質
が
製
造
さ
れ
た
国
名
又
は
地

域
名

域
名

２

法
第
五
条
の
三
第
一
項
、
第
二
十
三
条
第
一
項
又
は
第
二
十
五
条
の
二

２

法
第
二
十
三
条
第
一
項
の
届
出
は
、
毎
年
度
六
月
三
十
日
ま
で
に
様
式

第
一
項
の
届
出
は
、
毎
年
度
六
月
三
十
日
ま
で
に
様
式
第
九
に
よ
る
届
出

第
九
に
よ
る
届
出
書
を
経
済
産
業
大
臣
に
提
出
す
る
こ
と
に
よ
つ
て
行
う

書
を
経
済
産
業
大
臣
に
提
出
す
る
こ
と
に
よ
つ
て
行
う
も
の
と
す
る
。

も
の
と
す
る
。

（
製
造
数
量
等
の
公
表
の
例
外
）

（
製
造
数
量
等
の
公
表
の
例
外
）

第
十
一
条

法
第
五
条
の
三
第
二
項
た
だ
し
書
の
経
済
産
業
省
令
で
定
め
る

第
十
一
条

法
第
二
十
三
条
第
二
項
た
だ
し
書
の
経
済
産
業
省
令
で
定
め
る

数
量
は
、
一
ト
ン
と
す
る
。

数
量
は
、
百
ト
ン
と
す
る
。

２

法
第
二
十
三
条
第
二
項
た
だ
し
書
及
び
第
二
十
五
条
の
二
第
二
項
た
だ

し
書
の
経
済
産
業
省
令
で
定
め
る
数
量
は
、
百
ト
ン
と
す
る
。

（
有
害
性
の
調
査
の
指
示
の
対
象
と
な
る
者
）

（
有
害
性
の
調
査
の
指
示
の
対
象
と
な
る
者
）



第
十
二
条

法
第
五
条
の
四
第
一
項
、
第
二
十
四
条
第
一
項
及
び
第
二
十
五

第
十
二
条

法
第
二
十
四
条
第
一
項
の
経
済
産
業
省
令
で
定
め
る
者
は
、
有

条
の
三
第
一
項
の
経
済
産
業
省
令
で
定
め
る
者
は
、
有
害
性
の
調
査
の
指

害
性
の
調
査
の
指
示
の
日
前
三
年
以
内
に
当
該
調
査
に
係
る
指
定
化
学
物

示
の
日
前
三
年
以
内
に
当
該
調
査
に
係
る
監
視
化
学
物
質
の
製
造
又
は
輸

質
の
製
造
又
は
輸
入
の
事
業
を
営
ん
で
い
た
者
と
す
る
。

入
の
事
業
を
営
ん
で
い
た
者
と
す
る
。

（
第
二
種
特
定
化
学
物
質
の
製
造
予
定
数
量
等
の
変
更
の
届
出
）

（
第
二
種
特
定
化
学
物
質
の
製
造
予
定
数
量
等
の
変
更
の
届
出
）

第
十
四
条

法
第
二
十
六
条
第
二
項
の
変
更
の
届
出
を
し
よ
う
と
す
る
者
は

第
十
四
条

法
第
二
十
六
条
第
二
項
の
変
更
の
届
出
を
し
よ
う
と
す
る
者
は

、
様
式
第
十
に
よ
る
届
出
書
を
経
済
産
業
大
臣
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら

、
様
式
第
十
一
に
よ
る
届
出
書
を
経
済
産
業
大
臣
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な

な
い
。

ら
な
い
。

（
第
二
種
特
定
化
学
物
質
の
製
造
数
量
等
の
届
出
）

（
第
二
種
特
定
化
学
物
質
の
製
造
数
量
等
の
届
出
）

第
十
五
条

法
第
二
十
六
条
第
六
項
の
経
済
産
業
省
令
で
定
め
る
事
項
は
、

第
十
五
条

法
第
二
十
六
条
第
六
項
の
経
済
産
業
省
令
で
定
め
る
事
項
は
、

次
の
と
お
り
と
す
る
。

次
の
と
お
り
と
す
る
。

一

第
二
種
特
定
化
学
物
質
又
は
第
二
種
特
定
化
学
物
質
使
用
製
品
の
名

一

第
二
種
特
定
化
学
物
質
又
は
第
二
種
特
定
化
学
物
質
使
用
製
品
の
名

称

称

二

第
二
種
特
定
化
学
物
質
又
は
第
二
種
特
定
化
学
物
質
使
用
製
品
の
前

二

第
二
種
特
定
化
学
物
質
又
は
第
二
種
特
定
化
学
物
質
使
用
製
品
の
前

年
度
の
出
荷
数
量

年
度
の
出
荷
数
量

三

第
二
種
特
定
化
学
物
質
を
製
造
し
た
場
合
に
あ
つ
て
は
そ
の
第
二
種

三

第
二
種
特
定
化
学
物
質
を
製
造
し
た
場
合
に
あ
つ
て
は
そ
の
第
二
種

特
定
化
学
物
質
を
製
造
し
た
事
業
所
名
及
び
そ
の
所
在
地
、
第
二
種
特

特
定
化
学
物
質
を
製
造
し
た
事
業
所
名
及
び
そ
の
所
在
地
、
第
二
種
特

定
化
学
物
質
又
は
第
二
種
特
定
化
学
物
質
使
用
製
品
を
輸
入
し
た
場
合

定
化
学
物
質
又
は
第
二
種
特
定
化
学
物
質
使
用
製
品
を
輸
入
し
た
場
合

に
あ
つ
て
は
そ
の
第
二
種
特
定
化
学
物
質
又
は
第
二
種
特
定
化
学
物
質

に
あ
つ
て
は
そ
の
第
二
種
特
定
化
学
物
質
又
は
第
二
種
特
定
化
学
物
質

使
用
製
品
が
製
造
さ
れ
た
国
名
又
は
地
域
名

使
用
製
品
が
製
造
さ
れ
た
国
名
又
は
地
域
名

２

法
第
二
十
六
条
第
六
項
の
届
出
は
、
毎
年
度
六
月
三
十
日
ま
で
に
様
式

２

法
第
二
十
六
条
第
六
項
の
届
出
は
、
毎
年
度
六
月
三
十
日
ま
で
に
様
式

第
九
に
よ
る
届
出
書
を
経
済
産
業
大
臣
に
提
出
す
る
こ
と
に
よ
つ
て
行
う

第
十
二
に
よ
る
届
出
書
を
経
済
産
業
大
臣
に
提
出
す
る
こ
と
に
よ
つ
て
行

も
の
と
す
る
。

う
も
の
と
す
る
。

（
収
去
証
）

第
十
五
条
の
二

法
第
三
十
三
条
第
一
項
か
ら
第
三
項
ま
で
の
規
定
に
よ
り

経
済
産
業
省
の
職
員
が
化
学
物
質
を
収
去
す
る
と
き
又
は
同
条
第
五
項
の

規
定
に
よ
り
機
構
の
職
員
が
化
学
物
質
を
収
去
す
る
と
き
は
、
披
収
去
者



に
様
式
第
十
一
に
よ
る
収
去
証
を
交
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
身
分
証
明
書
）

（
身
分
証
明
書
）

第
十
六
条

経
済
産
業
大
臣
が
そ
の
職
員
に
携
帯
さ
せ
る
法
第
三
十
三
条
第

第
十
六
条

経
済
産
業
大
臣
が
そ
の
職
員
に
携
帯
さ
せ
る
法
第
三
十
三
条
第

四
項
の
証
明
書
は
、
様
式
第
十
三
に
よ
る
も
の
と
す
る
。

三
項
の
証
明
書
は
、
様
式
第
十
三
に
よ
る
も
の
と
す
る
。

２

機
構
が
そ
の
職
員
に
携
帯
さ
せ
る
法
第
三
十
三
条
第
八
項
の
証
明
書
は

、
様
式
第
十
四
に
よ
る
も
の
と
す
る
。

第
十
七
条
～
第
十
九
条

（
略
）

第
十
七
条
～
第
十
九
条

（
略
）

（
電
子
情
報
処
理
組
織
に
よ
る
手
続
の
特
例
）

第
二
十
条

行
政
手
続
等
に
お
け
る
情
報
通
信
の
技
術
の
利
用
に
関
す
る
法

第
二
十
条

行
政
手
続
等
に
お
け
る
情
報
通
信
の
技
術
の
利
用
に
関
す
る
法

律(

平
成
十
四
年
法
律
第
百
五
十
一
号)
第
三
条
第
一
項
に
基
づ
き
行
う
法

律(

平
成
十
四
年
法
律
第
百
五
十
一
号)

第
三
条
第
一
項
に
基
づ
き
行
う
法

第
五
条
の
三
第
一
項
、
第
二
十
三
条
第
一
項
、
第
二
十
五
条
の
二
第
一
項

第
二
十
三
条
第
一
項
又
は
法
第
二
十
六
条
第
一
項
若
し
く
は
第
六
項
の
届

又
は
第
二
十
六
条
第
一
項
、
第
二
項
若
し
く
は
第
六
項
の
届
出
は
、
電
子

出
は
、
電
子
情
報
処
理
組
織(

経
済
産
業
大
臣
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算

情
報
処
理
組
織(

経
済
産
業
大
臣
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機(

入
出
力
装

機(

入
出
力
装
置
を
含
む
。
以
下
同
じ
。)

と
、
当
該
届
出
を
行
う
者
の
使

置
を
含
む
。
以
下
同
じ
。)

と
、
当
該
届
出
を
行
う
者
の
使
用
に
係
る
電

用
に
係
る
電
子
計
算
機
と
を
電
気
通
信
回
線
で
接
続
し
た
電
子
情
報
処
理

子
計
算
機
と
を
電
気
通
信
回
線
で
接
続
し
た
電
子
情
報
処
理
組
織
を
い
う

組
織
を
い
う
。)

で
あ
つ
て
、
あ
ら
か
じ
め
、
届
出
を
す
る
者
の
氏
名
又

。)

で
あ
つ
て
、
あ
ら
か
じ
め
、
届
出
を
す
る
者
の
氏
名
又
は
名
称
、
届

は
名
称
、
届
出
者
確
認
コ
ー
ド
そ
の
他
必
要
な
事
項
を
様
式
第
十
七
に
よ

出
者
確
認
コ
ー
ド
そ
の
他
必
要
な
事
項
を
様
式
第
十
七
に
よ
り
記
載
し
た

り
記
載
し
た
書
面
を
提
出
す
る
こ
と
に
よ
り
経
済
産
業
大
臣
に
届
け
出
た

書
面
を
提
出
す
る
こ
と
に
よ
り
経
済
産
業
大
臣
に
届
け
出
た
も
の
に
よ
り

も
の
に
よ
り
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

経
済
産
業
大
臣
は
、
前
項
の
書
面
を
受
理
し
た
と
き
は
、
当
該
書
面
を

２

経
済
産
業
大
臣
は
、
前
項
の
書
面
を
受
理
し
た
と
き
は
、
当
該
書
面
を

提
出
し
た
者
に
届
出
者
コ
ー
ド
を
付
与
す
る
も
の
と
す
る
。

提
出
し
た
者
に
届
出
者
コ
ー
ド
を
付
与
す
る
も
の
と
す
る
。

３

第
一
項
の
届
出
を
し
た
者
は
、
届
け
出
た
事
項
に
変
更
が
あ
つ
た
と
き

３

第
一
項
の
届
出
を
し
た
者
は
、
届
け
出
た
事
項
に
変
更
が
あ
つ
た
と
き

又
は
届
け
出
た
電
子
情
報
処
理
組
織
の
使
用
を
廃
止
す
る
と
き
は
、
遅
滞

又
は
届
け
出
た
電
子
情
報
処
理
組
織
の
使
用
を
廃
止
す
る
と
き
は
、
遅
滞

な
く
、
そ
れ
ぞ
れ
様
式
第
十
八
又
は
様
式
第
十
九
に
よ
り
そ
の
旨
を
経
済

な
く
、
そ
れ
ぞ
れ
様
式
第
十
八
又
は
様
式
第
十
九
に
よ
り
そ
の
旨
を
経
済

産
業
大
臣
に
届
け
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

産
業
大
臣
に
届
け
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。




